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船舶事故調査報告書 

 

                        平成２４年１０月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年６月２４日（日） １１時４０分ごろ 

発生場所 兵庫県西宮市兵庫県立甲子園浜海浜公園 

西宮市所在の大関酒造今津灯台から真方位１６１°７００ｍ付近 

（概位 北緯３４°４２.９′ 東経１３５°２０.９′） 

事故調査の経過  平成２４年７月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ ヤン・アルファ、０.１トン  

 ２５０－５５５７７大阪、株式会社ヤン・アルファ 

 ２.８９ｍ（Lr）×１.１１ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１７８.００kＷ、平成２４年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３３歳 

 特殊小型船舶操縦士 

  免 許登録日 平成２４年１月２３日 

  免許証交付日 平成２４年１月２３日 

         （平成２９年１月２２日まで有効） 

同乗者 男性 ３３歳 

 死傷者等 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 船底部に亀裂を伴う擦過傷 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、兵庫県立甲子

園浜海浜公園（以下「海浜公園」という。）のふるさと海岸地区と沖

地区に架かる甲子園浜橋の一番北側の橋脚を左回りに遊走しようと

し、真方位約３３０°速力約２０km/h で沖地区の前面海域を航行して

いた。 

船長は、顔を右斜め前方に向け、前方は見ていたものの同乗者との

会話に注意を集中しており、ふと、船首方に注意を戻すと甲子園浜橋

北側の基部護岸まで約５ｍであった。 

本船は、平成２４年６月２４日１１時４０分ごろ、大関酒造今津灯

台から真方位１６１°７００ｍ付近の甲子園浜橋基部護岸の消波ブロ

ックに速力約２０km/h で乗り揚げた後、約３ｍ航走して停止した。 

船長及び同乗者は、左斜め前方の消波ブロックに転げ落ち、同乗者
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は、後頭部に挫創を負った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期、潮高 約９３cm 

 その他の事項 

 

船長は、免許を取得して３回目の操縦であり、本事故発生場所付近

を航行するのも、同乗者を乗せるのも初めてであった。 

同乗者は、水上オートバイに乗船するのは初めてであった。 

船長は、会社の同僚１５人とバーベキューパーティーを行ってお

り、本船は会社所有の水上オートバイであった。 

船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

船長及び同乗者は、飲酒をしていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、海浜公園の沖地区の前面海域を北西進中、船長が、同乗者

との会話に注意を向けていたことから、甲子園浜橋基部護岸に接近し

ていることに気付かず、同護岸に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、海浜公園の沖地区の前面海域を北西進中、船長

が、同乗者との会話に注意を向けていたため、甲子園浜橋基部護岸に

接近していることに気付かず、同護岸に乗り揚げたことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船中に会話する際は、見張りを最優先とし、周囲の見張りがで

きるよう顔を向ける方向にも注意すること。 

 

 




